
 

＜答弁＞ 

 児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等に

おける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな  

成長に資するものと考えております。あらゆる児童の扶養を社会的に支援する

という意味で高所得者層への特例給付も含め、本市の子育て世帯へのその   

役割は大きいと認識しております。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 現時点の受給者データから試算した受給対象外世帯と児童の数は、    

３４３１世帯、５７５８人で、年額は約３億４５００万円となります。今後の

保育定員の必要量については、豊中版子育て安心プランにおいて設定する   

令和２年度から令和６年度までに 約１０００人分を見込んでおります。  

最後に、市独自の特例給付の継続につきましては、現在国会で法案の審議中で

あるため、その動向を注視するとともに、他市状況の収集に努めて参ります。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 令和元年度に実施したアンケート調査につきましては、豊中駅周辺の居住者

や地権者、事業者や商業者及び来訪者を対象に実施したもので、交通環境の  

改善、賑わいの創出、都市防災や官民協働の取り組みに関して、多岐にわたる

ご意見を頂きました。特に安全で快適な歩行空間の確保や自転車の通行環境の

整備などについて多くのご意見を頂きました。平成９年の基本方針などを策定

した当時と変わらない点といたしましては、賑わいと魅力ある都市空間の  

形成や安全で快適な歩行者空間の確保が求められている点がございます。  

異なる点といたしましては、商店街の活性化のために空き店舗や空き家の有効

活用が望まれるとのご意見などがございました。今後の予定といたしましては、

市民意見を聞く機会を確保するため、次年度にかけてワークショップを開催 

したうえで令和３年９月末に構想を策定し、その後、構想の具体化に向けて  

検討を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 初めに、公共施設と駅を結ぶバリアフリー経路の整備に対して、計画段階  

から障害当事者に参画してもらう仕組みでございますが、平成１４年度に   

本市の交通バリアフリー化の基本方針を策定して以降、バリアフリー化整備の

際に、国のガイドラインに示されていないものについては、市独自のバリア  

フリーチェックシステムにより障害当事者のご意見を参考に整備を進めて  

まいりました。令和２年５月のバリアフリー法の改正により心のバリア   

フリーと障害当事者の一層の参画が謳われております。今後、庁内調整を図り

ながらバリアフリーマスタープランを策定する予定としておりますが、障害 

当事者の参画については、これまでのバリアフリーチェックシステムを   

他部局にも拡充することを検討した上で、公共施設や大型商業施設と駅を結ぶ

経 路 の 整 備 に 障 害 当 事 者 の 意 見 を 可 能 な 限 り 反 映 し て ま い り た い と     

考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 豊中市では昭和４０年代前半から分譲マンションの建設が始まり、    

平成３０年の住宅・土地統計調査によりますと、築４０年以上の高経年分譲  

マンションは約６７００戸あり、分譲マンションの維持管理は、課題であると

認識しております。一方、国では、令和２年６月に、マンションの管理の    

適正化の推進に関する法律が改正され、分譲マンションに関する取り組みの 

強化を行うことが示されました。本市では、この改正法が施行される令和４年

４月を目途に、マンション管理適正化推進計画を策定することとしております。

計画には、管理組合が申請した適正な管理計画を市が認定する制度を盛り込む

ことを想定しています。この制度により、認定を取得した分譲マンションに  

ついては、区分所有者の管理意識の向上や分譲マンションの資産価値の向上に

資するものと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 千里セルシーの建替え計画につきましては、千里阪急百貨店との一体   

再開発を検討されておりますが、現在、百貨店において、新型コロナウイルス

感染症拡大の影響を踏まえ、従来の開発計画を再考し、アフターコロナに   

即した計画への見直しを進められております。市としましては、引き続き、  

民間地権者と協議を進め、今年の秋頃には、基盤整備計画案をお示しできる  

よう取り組んでまいります。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 千里中央再開発に伴う道路整備につきましては、これまでも周辺道路の 

交通量調査に基づくシミュレーションを行い、関係権利者や府警本部と  

協議の上、整備計画案について検討を進めてまいりました。現在、民間   

事業者において、再開発計画の見直しを行っており、周辺道路の交通状況の

影響を踏まえ、再度、シミュレーションを実施した上で、府警本部と協議を

行い、道路拡幅や歩道整備を含めた道路整備計画の見直しを行って    

まいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 初めに、東西軸バスのこれまでの経過についてですが、平成３１年２月に  

策定した公共交通改善計画では、市域南側における東西方向の公共交通ネット

ワークの脆弱性や、交通空白地や交通不便地の存在を課題として掲げています。

この課題に対応するため、曽根クリーンランド線を拡充し、北大阪急行緑地  

公園駅、阪急曽根駅、JR 伊丹駅を結ぶ東西軸バスの運行を、本年４月より   

３年間の実証実験として開始するものです。次に、本路線の運行による    

効果としましては、東西方向の地域間連携の強化をはじめ、隣接市とのネット

ワークの充実、また市内各地から新大阪へのアクセスの強化にもつながるもの

と考えております。また、服部緑地、文化芸術センター、クリーンランド広場、

着陸直前の飛行機が間近に見れる千里川土手といった本市の魅力スポットを 

訪れる新たな人の流動や、マイカーに頼らなくても暮らしやすい住宅都市と 

しての評価の向上などが期待されます。 

 

 

＜答弁＞ 

 まず、周知、利用に対する取り組みですが、広報とよなか３月号やホーム  

ページで市民にお知らせするほか、阪急電鉄グループが発行する情報誌トック

などへの記事掲載、バス路線沿いの公共施設や民間事業者等へのチラシ配布 

など、積極的に情報発信を行い、利用促進を図ってまいります。また、今後の

展開につきましては、令和６年度からの本格運行をめざし、実証実験     

期間中には利用状況や費用対効果等を検証し、必要に応じて改善を加えながら、

皆様にご利用いただける持続可能な路線バスとなるよう進めてまいります。 

 

 



 

＜答弁＞ 

 蛍池分団屯所の位置につきましては、関係部局と調整してまいります。 

 

 

＜答弁＞ 

 実態のない幽霊団員でございますが、各分団において全分団員の活動実績が

管理されており該当する事例はございません。次に報酬の支給でございますが、

条例の規定に基づき各受給者へ支給をしております。また、協力金に     

つきましても適正に対応いただいていると認識しておりますが、各分団へ   

改めて周知してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 重点化とは学校の授業と家庭学習を連動させて、学習内容の定着を図るもの

ですが、家庭学習にかかる子どもと家庭への負担に配慮し、単純に宿題の量を

増やすのではなく、授業内容の工夫や家庭学習との効果的な連携を図りながら

各校は対応を進めてきました。授業内容の工夫の例としては、事前にワーク  

シートを用意したり、大型モニターを活用することにより、先生や子どもが  

作業する時間の短縮を図る工夫や、また、例えば、「総合的な学習の時間」と  

「社会科」において、関連する内容を教科横断的な視点を持って授業改善に  

取り組む等、限られた時数の中で学習内容の定着に取り組んでいるところです。

また、家庭学習との効果的な連携では、授業で学んだ内容の反復・繰り返し  

学習を家庭中心で行い、後日教員がそれを確認するといった取組みを行って 

います。重点化の学習計画につきましては、例年、学校では教育課程の編成に

おいて、教科ごとの年間スケジュールを計画しており、今年度はコロナ禍に  

おける重点化の取り組みに合わせ計画の見直しを行っております。各学校の 

教育課程のヒアリングにつきましては、例年９月に１回実施するところ、   

今年度につきましては重点化による計画の見直しもございましたことから、 

１１月に授業時数、指導計画の進捗状況や教育課程編成に関わる方針・重点  

目標などについて、２月には年度内に履修すべき内容を終えるための工夫や 

取り組み、家庭での学習内容などを聞き取り各校の状況把握に努めたところ 

です。保護者へは重点化した内容について、個々にお知らせしていませんが、

各学校は「限られた授業時数の中で工夫をし、今年度のカリキュラムは    

未履修が無いようにする」との説明をしています。 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 学習活動の重点化につきましては、北摂７市のうち１市が、市として方向性

を示したと伺っており、重点化の割合は示されてはいないとのことです。 

 冬休み・春休みの状況につきましては、冬休みについては、高槻市が２日、

茨木市が４日、吹田市が３日、摂津市が２日、池田市が３日、それぞれ短縮し

たとのことです。春休みについては、北摂７市は短縮を行わず、例年通りで  

あると聞いております。 

 

 

 

 

＜答弁＞ 

 義務教育を担う公立の学校は多くの保護者のご期待に応えるべき立場にあり、  

引き続き、その充実に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

＜答弁＞ 

 保護者の所得格差・教育格差で負の連鎖が生じるというご指摘があることは

承知しています。そうならないように、全ての子どもたちに等しく充実した  



教育環境を提供することが義務教育の役割であると考えています。各市の   

教育の取り組みにつきましては比較が難しく、教育施策全般に関する他市との

比較を客観的に示すような指標はありませんが、施策・事業によっては、   

本市として他市に誇れる点は、数多くあるものと考えております。また、他市

事業についても参考にすべき点は多く、引き続き事業見直しの際には、    

こうした他市の取組みを参考にしながら、より充実した事業実施を展開して 

参ります。 

 

 

＜答弁＞ 

 職員団体との交渉については、地方公務員法第５５条に規定されており、  

交渉の内容・範囲については、勤務条件に関する事項に係る交渉の申し入れに

対し、それに応ずるものとされています。直接的な勤務条件ではありませんが、

職員に理解を求めて円滑に学校運営を行うために必要な事項については職員 

団体との議論を行ってきたところです。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 今年度は、勤務条件に関する事項をはじめ、直接的な勤務条件では     

ありませんが、職員に理解を求めて円滑に学校運営を行うために必要な事項に

ついては職員団体との議論を行ってきました。具体的には、長期休業期間の  

短縮に関することや学校行事のあり方など学びの保障に関すること、また   

学校における感染防止策などについて議論をし、各職員団体によるばらつきは

あるものの、概ね合意を得て対応を進めて参りました。 

 

 

 

＜答弁＞ 



 長期休業期間の短縮につきましては、年度当初の学校休業に伴い、例年通り

年間標準時間数の確保が困難な状況が見込まれたことから、子どもたちの  

学びの保障に向けた取組みに関する議論を積み重ねてまいりました。 

 具体的には、可能な限り授業時数を確保するという点を重要視し、夏季休業

期間の短縮及び学校行事の精選など交渉合意のうえ実施した経過がございます。 

 また、冬季休業期間と春季休業期間の短縮につきましても様々な観点から 

議論を重ね、最終的には春季休業の短縮について実施することになりましたが、

全ての職員団体との合意には至りませんでした。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 交渉内容の公表については、地方公共団体によっては交渉した事項や交渉 

結果の概要等をホームページに掲載している事例もあり、そういった対応は 

可能でございます。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 交渉内容の公表でございますが、本市の教育行政に関しましては、新たな  

施策・事業の実現や抜本的な見直しなどの際、これまでから労使間連携・   

協力のもと取り組みを進めてきた経過がございます。また、団体交渉に関し   

ましては、教育委員会に限らず、他部局等においても日頃から実施しており  

ますことから、丁寧に取り扱うべきものと認識しております。このことを   

踏まえたうえで、今後、他市の実態把握に努め、その狙いや目的、効果や    

手続きなどの運用面の課題も含め、調査・研究してまいりたいと考えて    

おります。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 ２月には各校管理職へのヒアリングを行い、児童生徒や家庭の状況について

丁寧に把握しているかどうかについて継続して指導助言を行うとともに、  



学習に関しては 「学習活動の重点化」の方向性に基づいて、全校とも    

今年度内に指導すべき内容について未履修が無い予定であること、また   

次年度に繰り越しのない学習指導を行っていることを確認しております。  

今年度は臨時的な対応として重点化の取り組みを行いましたが、市教育委員会

としましては、引き続き、子どもの習熟度を踏まえた上で、例年以上に丁寧に

対応すべきであると認識しており、常に子どもの立場に立って状況を把握し、

指導を工夫するよう取り組んでまいります。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 保護者の方へは今年度様々な連携をお願いしておりますことから、安心して

子どもの成長をともに見守って頂くために、取組みを例年以上に丁寧に伝える

べきであると考えます。これまで以上に、学校便りやホームページ、学校   

メールなども活用しながら、教育委員会からの支援体制の充実も含め、各校が

取組み状況を積極的に発信するよう指導助言してまいります。 

 

 



 

 

 

 

＜答弁＞ 

 ３５人学級の効果としては、学校からは「クラスの児童数が減ったことで  

子ども一人一人の学習の疑問点に丁寧に応じることができありがたい。」  

「いじめにつながりそうな子ども同士のやりとりに気づき事前に対策できた。」

等の感謝の声があり、児童生徒に対するきめ細やかな学習指導をはじめ、   

様々な生活指導上の課題解決につながったと認識しています。課題と    

しましては、市財政負担の増加及び全国的な講師不足の中での講師確保の  

困難さが挙げられます。次年度、４年生に拡大するための教員確保については、

現在鋭意努力中です。増学級の教室の整備状況は、現在、空き教室の転用等に

より整備可能と考えております。市費任期付常勤講師の待遇・勤務条件は、  

府費常勤講師と比較して特筆しえる差はなく、同程度であると認識しています。

任期付で採用するメリットについては、国の施策として３５人学級への関係 

法令の改正が行われる見通しであることから、市独自の３５人学級事業は、  

国の動きを見通し柔軟な雇用が出来る任期付が適正であろうと考えます。  

３５人学級が国の施策として実現した場合には、市費任期付常勤講師の方々は、

学校教育充実支援事業の市費任期付常勤講師や府費常勤講師への任用が可能 

です。なお、実績として、今年度任用中の市費任期付常勤講師の約４割の  



方々が豊能地区をはじめとした地方公共団体の教員採用テストに合格し、  

令和３年度４月に正規教員として採用される見込みです。 

 

 

＜答弁＞ 

 クラスの人数の割合についてお答えします。３０人以下学級は、４年生   

４０．７％、５年生４７．３％、６年生５２．１％でした。続いて３１～     

３５人以下学級は、４年生３６．３％、５年生３４．８％、６年生２６．５％、

最後に３５人超学級は、４年生２３％、５年生１７．９％、６年生２１．４％

でした。 

 次に、少人数学級の優位性を証明する科学的な根拠は、豊中市教育委員会と

して個別に持っておりませんが、令和２年１０月２７日付文部科学省資料  

「財政制度等審議会財政制度分科会歳出改革部会資料についての文部科学省 

見解」によりますと、「学級規模が小さいほど、学習規律・授業態度が良い、   

授業内容の理解が高まる、学習意欲が高まる」との研究事例や「不利な環境に

おかれた児童生徒が多く在籍する学校においては、学校規模が小さいほど  

正答率が高くなる傾向」があるとの研究事例が紹介されています。最後に、  

各学校判断による人的措置ですが、教育委員会としても学校への人的措置は喫

緊の課題であるとの認識ですので、市費常勤講師等を学校の申請に基づき配置

することのできる学校教育充実支援事業や学校の課題に応じた市費非常勤   

講師の配置等の継続を図ってまいりたいと考えております。３５人学級が国の



施策として実現した場合には、市費任期付常勤講師の方々は、学校教育充実  

支援事業の市費任期付常勤講師として任用更新を検討いたします。今後とも 

学校教育充実支援事業による加配教職員の充実を図ってまいりたいと考えて 

おります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 利用児童とクラス数の推移ですが、各年度の５月１日時点におきまして、  

平成２３年は２３５８人で５１クラスでした。その後、平成２８年には    

３５１２人で７３クラス、令和２年は４６２３人で８２クラスとなり、    

児童数は１０年間でほぼ倍増しております。また、指導員数については    

平成２３年が１８６人、平成２８年が２３４人、令和２年が２２８人となって

おります。指導員は、その年度の各クラブのクラス編成に伴う児童数と支援児

加配の必要人数によって配置するため、全体の児童数の増加と単純に比例する

も の と は な っ て お り ま せ ん 。 次 に 、 ク ラ ブ の 利 用 料 金 に つ い て 、       

平成２１年度に、月額５０００円から現行額の６０００円に改定し、その後、

定期的に見直しの検討を行いながら現在に至っております。 

 サービスの拡充については、平成１８年度から医療的ケアの必要な児童の、

平成１９年度から特別支援学校に通う児童の受け入れを開始しました。その後、

平成２３年９月からは開設時間を１９時までに延長、平成２５年度には   

受入れを４年生までに拡大、翌２６年度には私立・国立等の小学校に通う   

児童の受け入れを開始しました。平成２８年度からは土曜日開設を実施し、  

また、学校休業日の開始時刻を前倒しして午前８時からと致しております。 

 指導員の雇用につきましては、平成５年度に民間ボランティアから市が嘱託

職員として雇用を開始し、その後、人材育成の推進に向けた人事制度に基づき、

順次、雇用形態が移行し、平成１９年度から任期付短時間勤務職員に、    

平成２５年度に任期付短時間勤務職員以外の指導員が一般職非常勤職員となり、

平成２年度からは会計年度任用職員となっております。また、任期付短時間  

勤務職員の給与を平均しますと、平成２１年度には約１４万９千円、      

令和元年度は約１６万９千円となっております。 

 

 



 

＜答弁＞ 

 指導員の処遇については、職務内容や職責、他市状況等も鑑みながら決定  

するものと考えております。この考え方に基づき、現状を踏まえまして、   

今議会において、給与の増額 改正議案をご提案させて頂いているところで 

ございます。また、開設時間に合わせた日々のシフト勤務における負担感に  

つきましても、現場の指導員の声を聞きながら出来る範囲での工夫をし、   

次年度からは、少しでも負担感が小さくなるよう、シフトの組み方の改善を  

予定しております。 

 行政のサービスについては、住民の福祉などを増進させるために、必要が  

ある方々にできるだけ低廉な料金でご利用いただきたいと考えております。 

一方で、利用料金が経費を大きく下回れば、その不足分は税金で賄われること

になるため、受益者負担の原則からも一定割合を利用者にご負担いただくと 

いう考え方もございます。このように、行政サービスの利用料金の設定に   

ついては、事業にかかる経費や政策的な要素などを踏まえ判断されるものと 

考えています。 

 次に、会費の算定については、総事業費から国・府の補助金を差し引いた  

額を市と保護者が１/２ずつ負担することとしております。大阪府内に    

おきましては、本市を含むほとんどの 自治体が、いわゆる応益負担という  

状況です。 

 児童の放課後の過ごし方については、ご家庭の状況等に応じ、場所や時間、

利用料、実施体制などの様々な要素を考慮の上、選択されるものと認識して  

おります。特に、実施場所が学校敷地内であることは、安心面で大きな要素  

ではないかと考えております。 

 今後も、保護者負担を可能な限り提言しつつ、より充実した事業を実施   

できるよう、引き続き、研究、検討を重ね、会費の見直しの際には、他の    

自治体の状況等も勘案しながら適正な料金設定となるよう図ってまいりたいと

考えます。 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 少年文化館と青年の家いぶきの機能の統合は、文化館にとって事業充実の 

機会ととらえています。不登校支援においては、現在の千里館、庄内館の   

公用車を継続して活用し、登館する際に不便のないよう便宜を図っていくと 

ともに、従来の創造活動  事業を充実して小学校への別室登校支援など  

アウトリーチ支援なども積極的に行っていきます。 

 府費による中学校配置のスクールカウンセラーについては、次年度小学校 

４校へも拡大配置される予定です。これまで学校への派遣体制を充実してきた

スクールソーシャルワーカーや、教育相談係の臨床心理士である教育相談員と

ともに、組み合わせて、全小学校へ専門職を派遣できるようになる見込みで  

あり、現在準備を進めております。また、児童生徒課では、子ども理解や    

子ども、保護者へのかかわり方や支援についての教職員研修を行ってまいり 

ます。学校への専門職派遣や研修等で教職員の資質 向上を目指し課題の早期

発見・早期対応を行っていきます。今後もさらにスクールサポーターの配置も

積極的に行い、きめ細やかな支援を行っていきます。 

 

 




